
留萌市少額契約希望者登録申請の手引き（令和７・８年度用） 

 

留萌市少額契約希望者登録名簿への登録を希望する方は、下記の要領に従い申請書を提出してくだ

さい。 

 

１ 基本的登録要件（申請日現在） 

申請を行うには次の各号の全てを満たす必要があります。 

⑴ 留萌市内に本所・本店を有する法人又は留萌市に住民登録を有する個人 

⑵ 成年被後見人、被保佐人及び被補助人並びに未成年者でない者 

⑶ 破産者でない者（復権を得ている者は除く。） 

⑷ 暴力団員による不当な行為等の防止に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条に規定しな 

い者、又は、暴力団員が実質的に経営を支配していない法人 

⑸ 納期を迎える全ての市税及び市税外使用料について完納している者 

 

２ 少額契約の種類ごとの登録要件（申請日現在） 

⑴ 物品の購入、修繕（施設の修繕を除く）及び役務の提供（以下「物品の購入等」という。）に 

おいては、次に掲げる要件を全て満たす必要があります。 

① 事業開始後２年を経過していない者 

② 建設工事等競争入札参加資格及び物品購入等競争入札参加資格を得ていない者 

③ 営業に関して、適法な資格・許可・免許等を有していること。 

⑵ 施設の修繕においては、次に掲げる要件を全て満たす必要があります。  

① 営業年数が１年以上の者 

② 常時使用する従業員の数が２０人（商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営 

む者は５人）以下の者 

③ 建設工事等競争入札参加資格を得ていない者 

④ 登録を希望する事業に係る資格、免許等（以下「資格等」という。）を有している者 

⑤ 登録を希望する事業に関し、自ら施工できる者 

 

３ 登録の有効期間 

登録名簿に掲載された日から令和９年３月３１日までとなります。 

 

４ 受付期間及び場所 

⑴ 受付期間 

ア 定期申請 令和７年 １月１４日（火）～令和７年 １月３１日（金） 

イ 随時申請 令和７年 ４月 １日（火）～令和８年１２月２９日（火） 

※ 土・日曜日、祝日を除きます。 

⑵ 受付場所 留萌市役所 総務部契約課契約係 

⑶ 申請方法 郵送による受付は認めませんので直接持参してください。 

 

５ 提出書類 

① 留萌市少額契約希望者登録申請書 

・ 物品の購入等に関する申請については様式第１号（その１） 

・ 施設の修繕に関する申請については様式第１号（その２） 

 



② 修繕等実績書（様式第２号）〔施設の修繕の場合のみ〕 

③ 商業登記簿謄本【履歴事項全部証明書】（法人のみ） 

※ 法務局で発行しています。 

④ 営業証明書（個人のみ） 

※ 市役所１階の市民課戸籍住民係で発行しています。 

⑤ 身分証明書（個人のみ） 

※ 本籍が留萌の場合は、市役所１階の市民課戸籍住民係で発行しています。 

⑥ 留萌市税の納税証明書【証明区分：滞納なし（営業用）、全課税税目】 

※ 市役所１階の市民課戸籍住民係で発行しています。 

⑦ 市税外使用料等の調査を認める同意書（参考様式） 

⑧ 許可・免許等の写し（物品の購入等の場合） 

営業に関して許可・免許等が必要な業種を選択する場合は必要になります。 

⑨ 登録を希望する事業に係る資格等（技能検定合格証（１級）など）の写し（施設の修繕のみ） 

⑩ その他必要と認める書類 

詳しくは総務部契約課契約係までお問い合わせください。 

【 ③～⑥・⑧・⑨は複写可です。また、書類はＡ４サイズに統一して提出してください。】 

 

６ 提出書類の注意事項 

⑴ 留萌市少額契約希望者登録申請書【物品の購入、修繕及び役務の提供用】（様式第１号その１） 

・ 住所又は所在地、商号又は名称、代表者職・氏名、電話番号、ＦＡＸ番号欄については、ゴ 

ム印がある場合はゴム印を押してください。（欄をまたがっても差し支えありません。） 

・ 申請・使用印について、法人の場合は代表者印、個人の場合は実印でなくても差し支えあり 

ませんが、ゴム等の変形しやすい材質のもの又は量産されているものは使用しないでください。 

ア 申請業種 

・ 登録を希望する営業の種類を「少額契約業種別分類表」より選択し、希望する営業の内容 

を記載してください。（複数選択可） 

ただし、登録業種は１０業種以内とします。 

イ 営業に必要な許認可の内容 

営業に関して許可・免許等が必要な業種を選択する場合には、当該許可・免許等の名称を記 

載してください。 

ウ 事業所の概要 

・ 資 本 金 法人の場合のみ記載してください。 

・ 創  業 商業登記簿謄本に記載している年月日、個人の場合は営業証明に記載している 

年月日を記載してください。 

・ 営業年数 創業からの営業年数を記載してください。 

・ 従業員数 従業員数は役員を含めて記入してください。 

エ 申請業種における最近１年間の主な納入実績 

・ 法人においては直近の決算期のもの、個人においては前年のものを記載してください。 

ただし、事業開始後１年未満の方でその申請業種に関する決算期（確定申告）を迎えてい 

ない方については記載の必要はありません。 

オ 振込先銀行 

・ 振込先銀行、口座等を記載してください。 

⑵ 留萌市少額契約希望者登録申請書【施設の修繕（営繕）用】（様式第１号その２） 

・ 住所又は所在地、商号又は名称、代表者職・氏名、電話番号、ＦＡＸ番号欄については、ゴ 

ム印がある場合はゴム印を押してください。（欄をまたがっても差し支えありません。） 



・ 申請印・使用印について、法人の場合は代表者印、個人の場合は実印でなくても差し支えあ 

りませんが、ゴム等の変形しやすい材質のもの又は量産されているものは使用しないでくださ 

い。 

・ 緊急時の連絡先については、祝祭日、夜間などに対応可能な場合は記入してください。 

ア 登録希望事業 

・ 免許等を有する登録希望業種を選択してください。（複数選択可） 

ただし、実務経験を条件とする免許等での登録を希望する方は１業種に限ります。 

イ 事業所の概要 

・ 資 本 金 法人の場合のみ記載してください。 

・ 創  業 商業登記簿謄本に記載している年月日、個人の場合は営業証明に記載している 

年月日を記載してください。 

・ 営業年数 創業からの営業年数を記載してください。 

・ 従業員数 従業員数は役員を含めて記入してください。 

ウ 登録を希望する事業における最近１年間の施工金額 

・ 法人においては直近の決算期のもの、個人においては前年のものを記載してください。 

エ 振込先銀行 

・ 振込先銀行、口座等を記載してください。 

⑶ 修繕等実績書（様式第２号） 

・ 登録希望業種に関する直近１年間の主な実績を記載してください。また、実績については登 

録希望する業種毎に最低２つ以上記載してください。 

（欄が足りない場合は、修繕等実績書を複数枚又は記入欄を追加してください。） 

⑷ 履歴事項全部証明、現在事項証明書及び営業証明書【法人】（コピー可） 

⑸ 営業証明書【個人】（コピー可） 

⑹ 身分証明書【個人】（コピー可） 

⑺ 納税証明書（コピー可） 

⑻ 市税外使用料の調査を認める同意書 

⑼ 許可・免許等の写し（物品の購入等の場合のみ） 

・ 「営業に必要な許認可の内容」欄に記載した許認可の写しを添付してください。 

⑽ 資格等の写し 

・ 登録希望事業に関する資格等の写しを添付してください。 

⑾ 誓約書（参考様式） 

・ 暴力団員または、暴力団関係事業者に該当しない旨の誓約と調査を認めるもの。 

⑿ その他必要と認める書類 

 

※ ⑷～⑺の証明は申請書提出時の３ヶ月以内に証明を受けたものを提出してください。 

 

７ 審査 

⑴ 申請時に登録資格等の要件、申請書及び添付書類の記載内容等について審査します。 

⑵ 申請時又は申請後において書類等に不備があった場合、申請時においては口頭で、申請後にお 

いてはＦＡＸ又は電話で申請書等の訂正又は再提出を指示することがあります。 

⑶ 申請書類等に不備があり申請書の訂正等の指示後、特別の事情がなく１５日以内に書類等が届 

かない場合は、申請の意思がないものとみなし、「申請不受理」の取扱いとする場合があります。 

⑷ 登録要件及び申請内容に不備がない場合は、申請後（申請書の訂正等の指示があった場合は、 

その訂正等が終了後）１４日以内に少額契約希望者登録名簿へ掲載されます。 

 



８ 資格の消失 

少額契約希望者登録名簿に掲載後、次の各号のいずれかに該当した場合は、名簿から削除する場 

合があります。 

⑴ １及び２の登録要件に該当しなくなったとき。 

⑵ 倒産又は破産したとき。 

⑶ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号）その他関係法令 

の規定に違反する行為を行うなどの不正又は不誠実な行為があったとき。 

⑷ 資格申請（変更に関する届出を含む。）において虚偽の記載をしたことが判明したとき。 

 

９ 変更届 

⑴ 申請内容（社名、代表者、住所等）に変更が生じた場合は、留萌市少額契約希望者変更・廃止

届（様式第４号）を提出してください。 

⑵ 添付書類は変更事項により異なる場合がありますので、契約課契約係までお問い合わせくださ

い。 

※ 添付書類……登記簿謄本等 

 

１０ その他 

登録の有効期間については少額契約希望者登録名簿に掲載された日から令和９年３月３１日

まで有効となりますが、市が指示する日（令和８年２月頃）までに５の⑥の納税証明書を提出す

る必要があります。納税証明書の提出がないときは、登録を抹消する場合がありますので注意し

てください。 

期間等につきましては、留萌市ホームページ等でお知らせしますのでご確認をお願いします。 

 

※不明な点は、契約課契約係（℡0164-42-1803 内線 285・286）までお問い合わせください。 

 

 

・ 本登録は、契約（業務の発注）を約束するものではありません。 

・ 施設の修繕業務は自ら施工することを原則とします。 


